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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン 
（別の呼称：フロン-113、TCTF） 
CAS 番号：76-13-1 
化審法官報告示整理番号：2-95 
化管法政令番号： 
RTECS 番号：KJ4000000 
分子式：C2F3Cl3 
分子量：187.37 
換算係数：1ppm=7.66mg/m3(気体、25℃) 
構造式： 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は揮発性液体で、不燃性で化学的に安定である 1)。 
融点 -35℃2) 

沸点 47.7℃2) 

密度 1.5635g/cm3（25℃）2) 

蒸気圧 363mmHg(=4.84×104Pa) (25℃)3)、 
36kPa(20℃)4) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(logKow) 3.16 5) 

解離定数（pKa） 解離基なし 

水溶性（水溶解度） 170mg/L(25℃)3) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタンの分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 
好気的分解 

分解率：BOD 2％、GC 0％（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100mg/L、活性汚泥

濃度：30mg/L）6)  
化学分解性 
 成層圏中での分解 

寿命：63～122 年（5 種類のモデルに基づく予測値、11～16%が O(1D)との反応、そ

れ以外は光反応による分解である。）7) 
生物濃縮性（蓄積性がない又は低いと判断される化学物質 8）） 

生物濃縮係数(BCF)：11～33(試験期間：6 週間、試験濃度：0.198mg/L) 6), 14～86(試験

期間：6 週間、試験濃度：0.0198mg/L)6) 

［１８］1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン 

- 1 -



１８ 1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン 

  

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の平成 8 年度における製造量等は、報告なし 9)。平成 5 年度における製造量等は、

6,406t(製造 6,356t、輸入 50t)である 10)。オゾン層保護法により、平成 7 年 12 月 31 日をもって

原則製造は中止されている 9)。 

 
表 1.1 日本における CFC-113 出荷量の推移(単位：トン)11) 

 

年次 冷媒 エアゾール用 発泡剤 洗浄剤 その他 合計 
1985 155 143 197 54,749 1,544 56,788
1986 144 159 176 62,182 917 63,578
1987 130 171 251 76,707 2 77,261
1988 115 23 276 79,968 3 80,385
1989 108 227 210 82,927 19 83,491
1990 168 160 224 57,177 75 57,804
1991 70 81 246 50,371 0 50,768
1992 93 9 274 26,462 0 26,838
1993 72 9 31 11,655 34 11,801
1994 204 4 21 10,709 4 10,942
1995 13 0 48 11,654 52 11,767
1996 0 0 0 1,598 179 1,777
1997 0 0 0 281 22 303
1998 0 0 0 91 0 91
1999 0 0 0 14 1 15
2000 - - - - - -

 

② 用 途(オゾン層保護法適用前の典型的な用途を示す 9)) 

本物質の主な用途は、洗浄剤(精密部品洗浄、金属洗浄、ドライクリーニング)、その他用途

として冷凍機用冷媒であった 12)。 

 

(5）環境施策上の位置付け 

化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：213）として指定されている。 
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２．暴露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データを

もとに一般環境等からの暴露を評価することとし、安全側に立った評価の観点から高濃度側

のデータによって暴露評価を行った。データの信頼性を確認した上で最大濃度を評価に用い

ている。 
 

(1) 環境中への排出量 

1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタンは化管法の第一種指定化学物質である。同法に

基づき集計された平成 13 年度の届出排出量・移動量及び届出外排出量を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 平成 13 年度 PRTR データによる排出量及び移動量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本物質の平成 13 年度における環境中への総排出量は、41ｔと報告されており、そのうち届

出排出量は 40.8ｔで全体の 99.9%であった。届出排出量のうち 40ｔが大気へ、1ｔが公共用水

域へ排出されるとしており、大気への排出量が多い。主な排出源は、大気への排出が多い業

種は化学工業（66.4%）、医療用機械器具・医療用品製造業（20.1%）及び窯業・土石製品製造

業（13.6%）であり、公共用水域への排出が多い業種は化学工業（100%）であった。 
表 2.1 に示したように PRTR 公表データにおいて届出排出量は媒体別に報告され、その集計

結果が公表されているが、届出外排出量の推定は媒体別には行われていない。別途行われて

いる届出外排出量の媒体別配分の推定結果 1)と届出排出量を媒体別に合計したものを表 2.2に
示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

 

 推定排出量(kg) 
 大   気 

 水   域 

 土   壌 

39,846
1,000

    0

 
 
 

大気
公共用水

域
土壌. 埋立 下水道

事業所
外

対象業
種

非対象業
種

家庭 移動体

全排出・移動量 39846 1000 0 0 0 34026 0 0 41 40846 41 40887

化学工業
26440
(66.4%)

1000
(100%)

0 0 0
34001
(99.9%)

医療用機械器具・医療用品製
8000

(20.1%)
0 0 0 0 0 届出 届出外

窯業・土石製品製造業
5400

(13.6%)
0 0 0 0 0 99.9 0.1

特別管理産業廃棄物処分業 6 0 0 0 0
25

(0.1%)

総排出量の構成比
（％）

業種別届出量（割合）

総排出量　（kg/年）

排出量　（kg/年） 移動量　(kg/年) 排出量　（kg/年）
届出

排出量
届出外
排出量

合計

届出 届出外　（国による推計）
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(2) 媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合を PRTR データ活用環境リスク評価支援システム（改良

版）を用いて予測した 2）。予測の対象地域は、平成 13 年度環境中への推定排出量が最大であ

った宮城県（大気への排出量 15ｔ、水域への排出量 1ｔ）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

 分配割合 (％) 
 大   気 

 水   域 

 土   壌 

 底   質 

95.9 
3.7 
0.0 
0.4 

（注）環境中で各媒体別に最終的に分配される 
割合を質量比として示したもの。 

 

(3) 各媒体中の存在量の概要 

本物質の水質及び底質中の濃度について情報の整理を行った。各媒体でのデータの信頼性

が確認された調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表

2.4 に示す。 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

                    

媒体 幾何 算術 最小値 最大値 検出 検出率 調査 測定年 文献

    平均値 平均値     下限値   地域     

                    

公共用水域・淡水   µg/L <20 <20 <1 <20 1～20 0/2 北海道、

三重県 

1981 3 

                    

公共用水域・海水   µg/L <20 <20 <0.002 <20 0.002～20 0/7 全国 1981 3 

                    

底質(公共用水域・淡水)µg/g <0.02 <0.02 <0.003 <0.02 0.003～

0.02 

0/2 北海道、

三重県 

1981 3 

                    

底質(公共用水域・海水)µg/g <0.02 <0.02 <0.00002 <0.02 0.00002～

0.02 

0/7 全国 1981 3 

                    

 

(4) 水生生物に対する暴露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する暴露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。

評価に耐えるデータは得られなかった。 

 
表 2.5 公共用水域濃度 

媒 体 平    均 最 大 値 

水 質     

 公共用水域・淡水 評価に耐えるデータは得られなかった 評価に耐えるデータは得られなかった

      

 公共用水域・海水 評価に耐えるデータは得られなかった 評価に耐えるデータは得られなかった

    注) 公共用水域・淡水は、河川河口域を含む。 
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３．生態リスクの初期評価 

生態リスクの初期評価として、水生生物に対する化学物質の影響についてのリスク評価を

行った。 

(1) 生態毒性の概要 

本物質の水生生物に対する影響濃度に関する知見の収集を行い、その信頼性を確認したも

のについて生物群、毒性分類別に整理すると表 3.1 のとおりとなる。 

 
表 3.1 生態毒性の概要 

信頼性 生物

種 

急

性 

慢

性 

毒性値

[µg/L] 
生物名 生物分類 

エンドポイント

/影響内容 

暴露期間

[日] a b c 

Ref. 

No.

藻類  ○ 4,100** Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 NOEC 

GRO(RATE)* 3   ○ 1)

 ○  >4,100 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50 

GRO(RATE)* 3   ○ 1)

  ○ 43,700** Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 NOEC 

GRO(AUG) 3   ○ 1)

 ○  >43,700 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50 GRO(AUG) 3   ○

1)

甲殻

類 
 ○ 1,170 Daphnia magna オオミジンコ NOEC REP 21 ○   

1)

 ○  4,290 Daphnia magna オオミジンコ EC50 IMM 2 ○   1)
魚類 ○  18,800 Oryzias latipes メダカ LC50 MOR 4 ○   1)
その

他 
－ － － － － － － － － － －

太字の毒性値は、PNEC 算出の際に参照した知見として本文で言及したもの、下線を付した毒性値は PNEC 算出の根拠とし

て採用されたものを示す。 
信頼性）ａ：毒性値は信頼できる値である、ｂ：ある程度信頼できる値である、ｃ：毒性値の信頼性は低いあるいは不明 
ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ）EC50（Median Effective Concentration）: 半数影響濃度、LC50（Median Lethal Concentration）: 半数致死濃度、NOEC

（No Observed Effect Concentration）: 無影響濃度 

影響内容）BMS（Biomass）: 生物量、GRO（Growth）: 生長（植物）、成長（動物）、IMM（Immobilization）: 遊泳阻害、MOR
（Mortality）: 死亡、REP（Reproduction）: 繁殖、再生産 

（）内）試験結果の算出法：AUG（Area Under Growth Curve)生長曲線下の面積により求めた結果、RATE生長速度より求めた結

果 

*)文献 1)をもとに、試験時の実測濃度（幾何平均値）を用いて 0-72 時間の毒性値を再計算したもの 2) 
**)限度試験により得られた結果。 

なお、文献 1)の藻類生長阻害試験では、限度試験として２濃度区が設定されているのみで

あり、初期実測濃度が設定値の 35%、72 時間後には 0.3%に消失していることから、信頼性は

ｃとした。 
 

(2) 予測無影響濃度（PNEC）の設定 

急性毒性値及び慢性毒性値のそれぞれについて、信頼できる知見のうち生物群ごとに値の

最も低いものを整理し、そのうち最も低い値に対して情報量に応じたアセスメント係数を適

用することにより、予測無影響濃度（PNEC）を求めた。 
急性毒性値については、甲殻類では Daphnia magna に対する遊泳阻害の 48 時間半数影響濃

度（EC50）が 4,290µg/L、魚類では Oryzias latipes に対する 96 時間半数致死濃度（LC50）が

18,800µg/L であった。急性毒性値について 2 生物群（甲殻類及び魚類）の信頼できる知見が

得られたため、アセスメント係数として 1000 を用いることとし、上記の毒性値のうち最も低
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］

い値(甲殻類の 4,290µg/L)にこれを適用することにより、急性毒性値による PNEC として 4.3 
µg/L が得られた。 

慢性毒性値については、甲殻類では Daphnia magna に対する繁殖阻害の 21 日間無影響濃度

（NOEC）が 1,170µg/L が得られた。慢性毒性値について 1 生物群（甲殻類）の信頼できる知

見が得られたため、アセスメント係数として 100 を用いることとし、上記の毒性値のうち最

も低い値(甲殻類の 1,170 µg/L)にこれを適用することにより、慢性毒性値による PNEC として

11.7 µg/L が得られた。 

本物質の PNEC としては、以上により求められた PNEC のうち低い値である、甲殻類の急

性毒性値をアセスメント係数 1000 で除した 4.3µg/L を採用する。 

 

(3) 生態リスクの初期評価結果 

表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

媒体 平均濃度 最大値濃度 

（PEC） 

PNEC PEC/ 

PNEC 比

一般環境・淡水 評価に耐えるデータは得られなか

った 
評価に耐えるデータは得られな

かった 
－ 水質 

一般環境・海水 評価に耐えるデータは得られなか

った 
評価に耐えるデータは得られな

かった 

4.3 
µg/L 

－ 

 注：一般環境･淡水域は､河川河口域を含む｡ 
 

 
 
 
 
現時点では評価に耐える十分なデータがないため、生態リスク評価の判定はできない。 
本物質は大気への排出の割合が高く、水域に分配される比率は低いと推測されている。ま

た本物質は既にオゾン層保護法により原則製造が中止されており、出荷量が減少してきてい

ることから、生態リスク評価に向けて環境中の存在状況を把握する必要性は低いと考えられ

る。 
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